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１ 事業の目的 

 

市内における紙産業が、国内外の市場変化や環境意識の高まりに対応し、持続的に発展

していくためには、技術革新と新たな価値創造が不可欠です。 

このことを踏まえ、本市では、さらなる紙産業の振興を図るため、研究機関と連携して、

紙マテリアル＊に関する新たな製品の製造や新たな技術の発明（研究開発）に取り組む市内

の中小企業者に対し、経費の一部を補助することとします。 

   

  ＊紙マテリアル…従来とは異なる市場や産業分野への展開を目的として開発される 

紙・パルプ素材またはそれらの製造技術を基盤として製造される素材 

 

２ 補助対象者 

 

次の全てに該当する者が対象となります。 

 

◎ 市内に本店（商業登記法（昭和 38 年法律第 125 号）第 17 条第２項第１号に規定

する本店をいう。）を置く中小企業者（※１）で、主たる業種が日本標準産業分類（令和

５年総務省告示第 256 号）に掲げる大分類Ｅ－製造業に該当するもの 

 

※１ 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する中小

企業者（※２）、または個人で事業を営む者（以下、「個人事業主」とする。）に

あっては、市内に住所を有する者が市内で営む中小企業者 

※２ 製造業における中小企業者の範囲は、下記のいずれかに該当する者 

・資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社 

・常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人 

（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項） 

 

◎ 市税等の滞納（猶予を除く。）がない者 

 

◎ 四国中央市暴力団排除条例（平成 23 年四国中央市条例第 30 号）第２条第３号に

規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの 

 

◎ 本補助金の交付を３回以上受けた者でないもの 
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３ 補助対象事業・経費 

 

【補助対象事業】 

愛媛大学イノベーション創出院紙産業イノベーションセンター又は愛媛県産業技術研究

所紙産業技術センター（以下、「研究機関」とする。）と連携した紙マテリアルに関する新

たな製品の製造又は新たな技術の発明を行う事業（研究開発）。 

 

【補助対象経費】 

  下記のうち、補助事業年度の期間に発生した経費が対象となります。 

(1) 研究機関への研究の委託又は研究機関との共同研究に要する経費 

(2) 原材料及び副資材の購入に要する経費のうち、需用費（消耗品費） 

  ※申請事業者のグループ会社等から原材料及び副資材等を購入する場合、 

当該会社等を含めた３者以上からの見積もりを求めます。 

(3) 機械装置、工具、器具等の購入又は借用に要する経費 

※購入した機械装置等について、購入後、一定期間内に処分しようとする場合は、

あらかじめ市長の承認が必要であり、その際、補助金の全部又は一部の返還を求

めることがあります。処分の可能性がある場合は、速やかにご相談ください。 

(4) 技術指導者の受入れに要する経費のうち、報償費（研究機関への謝礼に限る。） 

  ※研究機関の定める費用に準じてください。 

  ※委託等の契約期間が複数年にわたる場合、当該契約に係る費用すべてが補助対象外と 

なりますので、補助事業年度内におさまるように契約期間を設定してください。 

 ※交付申請時点で費用の支払いが完了しているものは補助対象外となります。 

 

【補助対象外経費】 

・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税 

 ※国、四国中央市以外の地方公共団体、公益団体等から同種の補助金等の交付を受ける

場合は、当該補助等の全額を補助対象経費から控除してください。 

 

【注意事項】 

・当該年度において申請できるのは、１事業者１回（合計３年間まで）です。 

・研究機関との契約締結は交付決定通知後に行ってください。 

 ※研究機関との契約締結には一定の期間が必要ですので、早めに手続きをお願いします。 

 ・補助対象経費の支払方法は、原則、現金・銀行振込・クレジットカードによるものとします。 

・本事業の用に供した経費であることが、証拠書類等から特定できない場合や、補助事業期間

内に支払いが完了していない場合（クレジットカード決済時は、対象期間内に口座からの引

落の確認が必要）は、補助対象外となります。 
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４ 補助率及び補助限度額 

 

補助率   3 分の 2 以内 

補助限度額 100 万円 

※補助金額の算出において 1,000 円未満の端数が生じる場合は、これを

切捨てた額が補助金の額となります。 

 

５ 申請手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

※太枠の箇所が、事業者が行う手続きとなります。 

 

１ 事前協議（市） 

事前に市に相談して、申請予定の事業が補助金の内容に合っているか確認してください。 

 

２ 事前協議（研究機関） 

  連携する研究機関と協議し、事業内容を確認してください。 

 

３ 交付申請 

【申請期間】 令和８年５月 11 日（月）から令和９年１月 29 日（金） 

※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。 

 

【提出書類】 以下の書類を揃えて提出してください。 

（提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。） 

①補助金交付申請書 様式第１号 

②事業計画書 

 ※事業内容が本事業の趣旨に合致しているか（事業の先進性、期待する効果等）に 

ついて、連携する研究機関からのコメントが必要です。 

③収支予算書 

④補助対象経費の金額と内訳が確認できる書類（見積書等）の写し 

 ※補助対象経費分の金額が明確にわかる書類を提出してください。 

   ⑤誓約書 

 

９ 

補助金支払 

（市） 

 

８ 

補助金請求 

（事業者） 

７ 
実績確認 

（市） 

３ 

交付申請 

（事業者） 

６ 

実績報告 

（事業者） 

５ 

事業実施 

（事業者） 

４ 

審査・交付決定 

（市） 

２ 
研究機関と 

事前協議 

（事業者） 

１ 

市と事前協議 

（事業者） 
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⑥本店等の所在及び営業の実態が確認できる書類 

【申請者が法人の場合】 

・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書（商業・法人登記） 

※法務局で交付請求をしてください。（有料） 

・税務署に提出した、直近の「法人税確定申告書（第一表）」及び 

「法人事業概況報告書（両面）」の写し 

【申請者が個人事業主の場合】 

・住民票（本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票） 

※住民票に代えて、マイナンバーカード表面の写しを提出することができます。 

・税務署に提出した、直近の「所得税確定申告書 第一表」及び「青色申告決算書 

（一、二面）」又は「収支内訳書」の写し 

⑦市税等の未納がない証明書（「完納証明書」） 

※市役所市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。 

１通当たり 300 円必要です。 

なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口に来る時は委任状が必要ですが、

法人印又は代表者印を持参の場合、委任状は不要です。 

⑧チェックリスト 

 

３ 審査・交付決定 

 申請書類の審査等により補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に補助金等

交付決定通知書を郵送し、補助金の交付決定を行います。 

なお、提出いただいた申請書類の内容によっては、ヒアリングをさせていただいたり、

修正や追加提出をお願いしたりする場合があります。 

 

４ 事業実施 

  交付決定通知書を受け取ってから、事業を実施してください。 

なお、やむを得ない事情により事業内容等に変更が生じた場合（交付申請時に予定して

いた補助事業期間を超える場合を含む。）は、速やかに以下の書類を提出してください。 

  ※申請時の内容と異なる状態のままであれば、「５ 実績報告」の受付はできません。 

 

【交付決定額や事業内容に変更が生じる場合】 

①補助金等変更交付申請書 様式第３号 

②収支予算書（変更後） 

③事業計画書（変更後） 

 【事業を中止する場合】 

  ①補助事業等中止（廃止）承認申請書 様式第４号 
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５ 実績報告 

【提出期限】 事業完了後 30 日以内又は令和９年３月 12 日（金）のいずれか早い日 

※年度をまたいでの実績報告はできません。 

 

【提出書類】 以下の書類を揃えて提出してください。 

   ①補助事業等実績報告書 様式第５号 

   ②事業実績調書 

 ※事業内容が本事業の趣旨に合致しているか（今後の期待等）について、 

連携する研究機関からのコメントが必要です。 

   ③収支決算書 

   ④事業実施に係る請求書及び領収書等の写し 

    ※補助対象経費分の支出が明確にわかる書類を提出してください。 

   ⑤開発の過程、成果品等が確認できる写真 

   ⑥契約書の写し（契約を伴うものに限る。） 

   ⑦その他必要な書類 

 

６ 実績確認・交付指令 

実績報告書類の審査により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適しているか等の

確認を行い、交付すべき補助金額を確定のうえ、補助金等交付指令書により市から事業者

へ通知を行います。 

なお、提出いただいた書類に不足等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いする

場合があります。 

 

７ 補助金請求 

補助金交付決定通知書の送達後、速やかに補助金交付請求書 様式第９号 を提出してく

ださい。 

 

８ 補助金支払 

事業者から提出のあった補助金交付請求書により支払手続きを行います。およそ２～３

週間後に指定口座へ補助金を振込みます。 
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６ その他 

 

【申請や請求に当たっての注意事項】 

・各種提出書類には、申請者の押印は不要です。 

・消せるボールペン、修正液等の使用はできません。 

 

 【提出方法】 

・原則、紙国再興課窓口（本庁３階 12 番窓口）までご持参ください。 

 （事前の確認が終了している場合のみ郵送可。） 

 

 【広報への協力依頼】 

  ・市が発出する広報等の媒体で紹介させていただくことがあります。 

 

 

 

 

【提出先・お問合せ先】 

〒799-0497 四国中央市三島宮川４丁目６番 55 号 

四国中央市 産業創生部 紙国再興課 

TEL：0896-28-6186  FAX：0896-28-6242 

E-mail：ssk@city.shikokuchuo.ehime.jp 

 

mailto:ssk@city.shikokuchuo.ehime.jp

